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正誤表 

令和７年における「人権侵犯事件」の状況について（概要）～法務省の人権擁護機

関の取組～ 

 

訂正部分 

２ 令和７年の主な特徴 

誤 
(1) 令和７年において、新規に救済手続を開始した人権侵犯事件の数は、８，

２０７件、処理した人権侵犯事件の数は、８，１６７件であった。 

正 
(1) 令和７年において、新規に救済手続を開始した人権侵犯事件の数は、８，

２０７件、処理した人権侵犯事件の数は、８，１７０件であった。 

 

 

３ 参考資料 （令和７年における「人権侵犯事件」の状況について（概要））[PDF]） 

１ページ（ 【令和７年の主な特徴】） 

誤 
① 令和７年において、新規に救済手続を開始した人権侵犯事件の数は、８，

２０７件、処理した人権侵犯事件の数は、８，１６７件であった。 

正 
① 令和７年において、新規に救済手続を開始した人権侵犯事件の数は、８，

２０７件、処理した人権侵犯事件の数は、８，１７０件であった。 

 

３ページ（１(2)処理件数） 

誤 
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正 

 

 

資料１（インターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件について）の

２ページ（２(2)処理件数） 

誤 

令和７年において、処理したインターネット上の人権侵害情報に関する人権

侵犯事件の数は、1,569 件となり、前年から 341 件減少した。 

 

正 
令和７年において、処理したインターネット上の人権侵害情報に関する人権

侵犯事件の数は、1,572 件となり、前年から 338 件減少した。 
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資料３（「人権侵犯事件」統計資料（令和７年）） 

誤 

 

正 

 

 


